
大阪市が設置する食品衛生検査施設における検査等の業務管理要綱 

 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、大阪市が設置する食品衛生検査施設（以下「食品衛生検査施設」という。）

における検査又は試験（以下「検査等」という。）の業務管理についての事項を定め、検査等

の信頼性を確保することを目的とする。 

 

（定義） 

第２条 本要綱における食品衛生検査施設とは中央卸売市場食品衛生検査所、中央卸売市場東

部市場食品衛生検査所、食肉衛生検査所、保健衛生検査所及び生活衛生監視事務所をいう。 

２ 食品衛生検査施設における検査等に関する事務の管理は、食品衛生法施行規則（昭和 23 年

7 月 13 日厚生省令第 23 号）第 37 条の規定に準拠して行うこととする。  

 

（組織） 

第３条 食品衛生検査に関する業務を管理するために、別表のとおり、次の責任者を置く。 

（１）検査部門責任者 

（２）検査区分責任者 

（３）信頼性確保部門責任者 

 

第４条 検査部門責任者は次の業務を行うものとする。 

（１）検査部門の業務の統括 

（２）改善措置の実施 

（３）検査区分責任者及び検査等を行う職員の職務分掌を明らかにする文書の作成及び保管 

（４）標準作業書の作成及び改定の承認 

（５）検査結果通知書の発行の承認 

（６）妥当性評価の実施が義務付けられている試験法についての妥当性評価結果の承認 

（７）検査区分責任者及び検査等を行う職員の研修計画の策定並びに研修及び職務経験に関す

る記録の作成及び保存 

（８）その他検査部門を統括するために必要な業務 

 

第５条 検査区分責任者は次の業務を行うものとする。 

（１）標準作業書に基づき、検査等が適切に実施されていることの確認等の実施 

（２）標準作業書の作成及び改定並びにその保存 

（３）検査等に係る施設設備及び機械器具の管理 

（４）試験品の取扱いの確認 

（５）検査等の方法の選定 



（６）クロマトグラフのチャート、計量器のプリントアウト、試験の原観察記録等実測値の確

認できる資料（以下「データ」という。）及び検査等の結果の確認 

（７）妥当性評価の実施が義務付けられている試験法についての妥当性評価結果の確認 

（８）標本、データ及び検査結果通知書の控えの保存 

（９）その他当該検査区分において検査等の業務を管理するために必要な業務 

 

第６条 信頼性確保部門責任者は次の業務を行うものとする。 

（１）検査等の業務の管理について、内部点検の定期的な実施 

（２）精度管理の実施 

（３）外部精度管理の定期的な実施 

（４）試験法の妥当性評価結果の点検 

（５）内部点検、精度管理及び外部精度管理調査の結果（改善措置が必要な場合にあっては、

当該改善処置の内容を含む。）の記録 

（６）標準作業書の写しの保管 

（７）その他検査等の信頼性の確保に係る必要な業務 

２ 信頼性確保部門責任者は、前項に規定する信頼性の確保に係る必要な業務を、あらかじめ

指定した職員に行わせることができる。 

 

（その他） 

第７条 この要綱について必要な事項は別に定める。 

 

 

 

附則 この要綱は、平成 10年 4月 1日から施行する。 

 

附則 この要綱は、平成 13年 6月 13日から施行する。 

 

附則 この要綱は、平成 14年 7月 16日から施行する。 

 

附則 この要綱は、平成 16年 6月 21日から施行する。 

 

附則 この要綱は、平成 18年 10月 1日から施行する。 

 

附則 この要綱は、平成 24年 2月 1日から施行する。 

 

附則 この要綱は、平成 25年 12月 13日から施行する。 

 

附則 この要綱は、令和７年 4月 1日から施行する。 



 

理化学的検査 微生物学的検査 動物を用いる検査

中央卸売市場
食品衛生検査所

－

中央卸売市場東部市場
食品衛生検査所

－

食肉衛生検査所 食肉衛生検査所長 －
保健主幹A

(生活衛生部）

保健所
北部生活衛生監視事務所

北部生活衛生監視事務所長
保健主幹又は保健副主幹

（北部生活衛生監視事務所）
－ －

保健所
西部生活衛生監視事務所

西部生活衛生監視事務所長
保健主幹又は保健副主幹

（西部生活衛生監視事務所）
－ －

保健所
東部生活衛生監視事務所

東部生活衛生監視事務所長
保健主幹又は保健副主幹

（東部生活衛生監視事務所）
－ －

保健所
南東部生活衛生監視事務所

南東部生活衛生監視事務所長
保健主幹又は保健副主幹

（南東部生活衛生監視事務所）
－ －

保健所
南西部生活衛生監視事務所

南西部生活衛生監視事務所長
保健主幹又は保健副主幹

（南西部生活衛生監視事務所）
－ －

保健衛生検査所 保健衛生検査所長 －

GLPに関する組織責任者

検　査　部　門 信頼性確保部門

部門責任者
検査区分責任者

部門責任者 指定職員

保健主幹又は保健副主幹
(保健所）

生活環境担当部長
（保健所）

保健副主幹又は担当係長（保健衛生検査所）

保健主幹A
(生活衛生部）

保健主幹又は保健副主幹（中央市場食品衛生検査所長）

生活衛生部長
（生活衛生部）

保健主幹B
(生活衛生部）

保健主幹又は保健副主幹（東部市場食品衛生検査所長）

保健主幹又は保健副主幹（食肉衛生検査所）


